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男 女 共 同 参 画 及 び 多 様 な 性 を 尊 重 す る 社 会 実 現 の た め の 条 例 改 正 案  
 

改 定 案  

 

１  性 別 等 に 基 づ く 暴 力 に 関 す る 規 定 の 見 直 し （ 第 ２ 条 第 ８ 号 関 係 ）  

２  「 セ ク シ ュ ア ル ・ リ プ ロ ダ ク テ ィ ブ ・ ヘ ル ス ／ ラ イ ツ 」 の 考 え 方 の 反  

  映 （ 第 ３ 条 第 ５ 号 関 係 ）  

３  ア ウ テ ィ ン グ の 禁 止 、 カ ミ ン グ ア ウ ト の 強 制 ・ 制 限 を 禁 止 す る 規 定 の  

  明 確 化 （ 第 ３ 条 第 ６ 号 、 第 ８ 条 関 係 ）  

４  男 女 共 同 参 画 及 び 多 様 な 性 の 尊 重 に 関 す る 専 門 委 員 の 定 数 の 規 定 の 見  

  直 し （ 第 11 条 関 係 ）  

５  デ ュ オ よ こ す か に 関 す る 規 定 の 見 直 し （ 第 16 条 関 係 ）  

 

 

 

１  性 別 等 に 基 づ く 暴 力 に 関 す る 規 定 の 見 直 し  

  現 行 で は 、 主 と し て 女 性 に 対 し て 行 わ れ る 暴 力 行 為 を 想 定 し て い ま す  

 が 、 性 別 等 に 関 わ ら ず 「 誰 も が 被 害 者 に な り う る 」 と い う 考 え 方 を 条 例  

 に 反 映 さ せ ま す 。  

現 行 改正案 

（定義） 

第２条  

(8) 暴力 性別等に基づく暴力行為

(主としてジェンダーに基づき女性に

対して行われる暴力行為をいう。)で

あって、次のいずれかに該当するも

のをいう。 

 

ア ドメスティック・バイオレンス

(配偶者、交際相手等の親密な関係に

ある者又はあった者の間で起こる暴

力行為(これに準ずる心身に有害な影

響を及ぼす行為を含む。)をいう。) 

イ セクシュアル・ハラスメント(家

庭、地域、学校、職場その他のあら

ゆる場において、相手が望まない性

的な言動により、相手に不利益を与

え、又は相手の生活環境を害するこ

とをいう。) 

（定義） 

第２条  

(8) 暴力 性別等に基づく暴力行為

(主としてジェンダーに基づき女性に

対して行われる暴力行為をいう。)で

あって、次のいずれかに該当するも

のをいう。 

 

ア ドメスティック・バイオレンス

(配偶者、交際相手等の親密な関係に

ある者又はあった者の間で起こる暴

力行為(これに準ずる心身に有害な影

響を及ぼす行為を含む。)をいう。) 

イ セクシュアル・ハラスメント(家

庭、地域、学校、職場その他のあら

ゆる場において、相手が望まない性

的な言動により、相手に不利益を与

え、又は相手の生活環境を害するこ

とをいう。) 
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ウ ストーカー行為(ストーカー行為

等の規制等に関する法律(平成 12 年

法律第 81 号)第 2 条第３項に規定す

るストーカー行為をいう。) 

エ アからウまでに掲げるもののほ

か、身体に対する直接的な暴力、性

的暴力、身体的虐待、精神的虐待、

経済的虐待、性的虐待、ネグレクト

等心身に有害な影響を及ぼす行為 

 

ウ ストーカー行為(ストーカー行為

等の規制等に関する法律(平成 12 年

法律第 81 号)第 2 条第４項に規定す

るストーカー行為をいう。) 

エ アからウまでに掲げるもののほ

か、身体に対する直接的な暴力、性

的暴力、身体的虐待、精神的虐待、

経済的虐待、性的虐待、ネグレクト

等心身に有害な影響を及ぼす行為 

 

 

（ １ ） 改 正 理 由  

・ 第 ６ 次 横 須 賀 市 男 女 共 同 参 画 プ ラ ン に 明 記 し 、 ま た 、 プ ラ ン 策 定 時 の 審  

 議 会 で の 審 議 に お い て も 、 「 ジ ェ ン ダ ー に 基 づ く 暴 力 は 、 女 性 の み な ら  

 ず 、 誰 も が 被 害 者 に な り う る こ と 」 を 広 く 周 知 啓 発 し て い く こ と が 重 要  

 で あ る と の 意 見 が あ っ た た め 。  

・ 多 様 な 性 の 尊 重 の 視 点 を 踏 ま え る と 、 性 別 等 に 関 わ ら ず 、 「 誰 も が 被 害  

 者 に な り う る 」 と い う 考 え 方 を 条 例 に 反 映 す る 必 要 が あ る た め 。  

 

（ ２ ） 第 １ 回 審 議 会 時 点 の 案 と の 相 違 点  

第１回審議会案 改正案 

（定義） 

第２条 

（8）暴力 ジェンダーに基づく暴力

行為 (主としてジェンダーに基づき女

性に対して行われるが、女性のみな

らず誰に対しても行われる暴力行為

をいう。)であって、次のいずれかに

該当するものをいう。 

 

ア ドメスティック・バイオレンス

(配偶者、交際相手等の親密な関係に

ある者又はあった者の間で起こる暴

力行為(これに準ずる心身に有害な影

響を及ぼす行為を含む。)をいう。) 

イ セクシュアル・ハラスメント(家

庭、地域、学校、職場その他のあら

ゆる場において、相手が望まない性

的な言動により、相手に不利益を与

え、又は相手の生活環境を害するこ

とをいう。) 

ウ ストーカー行為(ストーカー行為

等の規制等に関する法律(平成 12 年

法律第 81 号)第 2 条第３項に規定す

（定義） 

第２条  

(8) 暴力 性別等に基づく暴力行為

(主としてジェンダーに基づき女性に

対して行われる暴力行為をいう。)で

あって、次のいずれかに該当するも

のをいう。 

 

 

ア ドメスティック・バイオレンス

(配偶者、交際相手等の親密な関係に

ある者又はあった者の間で起こる暴

力行為(これに準ずる心身に有害な影

響を及ぼす行為を含む。)をいう。) 

イ セクシュアル・ハラスメント(家

庭、地域、学校、職場その他のあら

ゆる場において、相手が望まない性

的な言動により、相手に不利益を与

え、又は相手の生活環境を害するこ

とをいう。) 

ウ ストーカー行為(ストーカー行為

等の規制等に関する法律(平成 12 年

法律第 81 号)第 2 条第４項に規定す
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るストーカー行為をいう。) 

エ アからウまでに掲げるもののほ

か、身体に対する直接的な暴力、性

的暴力、身体的虐待、精神的虐待、

経済的虐待、性的虐待、ネグレクト

等心身に有害な影響を及ぼす行為 

 

るストーカー行為をいう。) 

エ アからウまでに掲げるもののほ

か、身体に対する直接的な暴力、性

的暴力、身体的虐待、精神的虐待、

経済的虐待、性的虐待、ネグレクト

等心身に有害な影響を及ぼす行為 

 

 

・ 第 ２ 条 第 ８ 号 「 ア 」 ～ 「 ウ 」 に つ い て は 、 ジ ェ ン ダ ー に 基 づ く 暴 力 で す  

 が 、 「 エ 」 の 規 定 は 「 ジ ェ ン ダ ー に 基 づ く 暴 力 行 為 」 と 現 時 点 で は 言 い  

 切 れ ず 、 ま た 、 「 Transphobic violence」 （ ト ラ ン ス 嫌 悪 に 基 づ く 暴 力 ）  

 や 「 Homophobic violence」 （ 同 性 愛 嫌 悪 に 基 づ く 暴 力 ） も あ る た め 、  

 現 行 ど お り 「 性 別 等 に 基 づ く 暴 力 行 為 」 と し ま し た 。  

・ 性 別 等 に 基 づ く 暴 力 は 、 主 と し て ジ ェ ン ダ ー に 基 づ き 女 性 に 対 し て 行 わ  

 れ ま す が 、 女 性 の み な ら ず 誰 に 対 し て も 行 わ れ る 暴 力 行 為 で あ る こ と に  

 つ い て は 、 条 例 改 正 を 周 知 す る 際 に 、 詳 細 の 解 説 と し て 周 知 啓 発 し て い  

 く 方 向 性 で 進 め た い と 考 え て い ま す 。  

・ 「 不 同 意 性 交 」 、 「 痴 漢 」 を 第 ２ 条 第 ８ 号 の 暴 力 行 為 に 該 当 す る も の と  

 し て 列 記 に 追 記 す る こ と を ご 提 案 い た だ き ま し た 。 検 討 の 結 果 、 内 閣 府  

 や 法 務 省 等 で 不 同 意 性 交 や 痴 漢 は 性 暴 力 で あ る と 位 置 づ け ら れ 、 現 行 の  

 条 例 で 「 性 的 暴 力 」 が 既 に 規 定 さ れ て い る た め 、 条 例 改 正 を 周 知 す る 際  

 に 、 不 同 意 性 交 や 痴 漢 は 性 暴 力 で あ る こ と を 併 せ て 周 知 啓 発 し て い く 方  

 向 性 で 進 め た い と 考 え て い ま す 。  

・ ス ト ー カ ー 行 為 の 定 義 を 規 定 し て い る 「 ス ト ー カ ー 行 為 等 の 規 制 等 に 関  

 す る 法 律 」 の 改 正 に 伴 い 、 項 数 の 変 更 が 必 要 に な り ま し た 。  

 

（ ３ ） 「 暴 力 」 の 規 定 の 他 の 条 文 へ の 影 響  

定 義 さ れ て い る 「 暴 力 」 は 、 条 例 内 で 以 下 の 条 文 に 規 定 さ れ て い ま す 。  

 

(基本理念) 

第３条 市、市民、教育関係者及び事業者等は、次の各号に掲げる事項を

実現するために、協働して男女共同参画及び多様な性を尊重する社会を推

進するものとする。 

(1) 全ての人が、性別等にかかわらず個人として尊重され、いかなる場合

においても暴力及び不利益な扱いを受けることなく、自由に生き方が選択

できること。 

(性別等による人権侵害の禁止) 

第８条 全ての人は、いかなる場合においても、性別等による差別的な取

扱い及び暴力による人権侵害を行ってはならない。 

(基本的施策) 

第９条  市は、男女共同参画及び多様な性を尊重する社会を推進するため、

次の各号に掲げる基本的施策を行うものとする。 
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(2) 暴力による被害者を救済し、その自立を支援するため、相談を受け、

情報提供を行い、関係機関との連携に努めるとともに、暴力を防止するた

め福祉関係者、医療関係者等の体制づくりに寄与すること。 

(5) 市民、教育関係者及び事業者等に対し、男女共同参画及び多様な性を 

尊重する社会の推進を阻害する、性別による固定的な役割分担を助長し、

及び暴力を容認する表現を用いないよう理解及び協力を求めていくこと。 

 

２  「 セ ク シ ュ ア ル ・ リ プ ロ ダ ク テ ィ ブ ・ ヘ ル ス /ラ イ ツ 」 の 考 え 方 の 反 映  

  「 性 と 生 殖 に 関 す る 健 康 と 権 利 」 の 考 え に つ い て 、 現 行 で は 、 妊 娠 、  

 出 産 等 に 関 わ る も の と し て 規 定 し て い る た め 、 包 括 的 な 性 の 健 康 と 権 利  

 を 含 む 内 容 に 改 正 し ま す 。  

現 行 改正案 

(基本理念) 

第３条  

(5) 全ての人が、妊娠、出産等の性

と生殖に関する健康と権利を認め合

い、生涯にわたって健康な生活を営

むことができること。 

(基本理念) 

第３条  

(5) 全ての人が、妊娠、出産等の  

包括的な性と生殖に関する健康と権

利（セクシュアル・リプロダクティ

ブ・ヘルス/ライツ）を認め合い、生

涯にわたって健康な生活を営むこと

ができること。 

 

 

（ １ ） 改 正 理 由  

・ 現 条 例 で は 、 既 に 「 リ プ ロ ダ ク テ ィ ブ ・ ヘ ル ス ／ ラ イ ツ 」 の 概 念 が 規 定  

 さ れ て い ま す が 、 多 様 な 性 の 尊 重 の 視 点 を 踏 ま え る と 、 妊 娠 、 出 産 等 に  

 限 ら ず 、 よ り 広 く 包 括 的 な “ セ ク シ ュ ア ル ・ ヘ ル ス ” （ 性 に 関 す る 健 康 ）  

 “ セ ク シ ュ ア ル ・ ラ イ ツ ” （ 性 に 関 す る 権 利 ） の 考 え 方 も 条 例 に 反 映 す る  

 必 要 が あ る た め 。  

 

（ ２ ） 第 １ 回 審 議 会 時 点 の 案 と の 相 違 点  

第１回審議会案 改正案 

(基本理念) 

第３条  

(5) 全ての人が、妊娠、出産等の  

性と生殖に関する健康と権利を認め

合い、生涯にわたって健康な生活を

営むことができること。 

 

(基本理念) 

第３条  

(5) 全ての人が、妊娠、出産等の 

包括的な性と生殖に関する健康と権

利（セクシュアル・リプロダクティ

ブ・ヘルス/ライツ）を認め合い、生

涯にわたって健康な生活を営むこと

ができること。 

 

・ よ り 広 く 包 括 的 な 内 容 と な る こ と が わ か る よ う 、 「 包 括 的 な 」 「 セ ク シ  

ュ ア ル ・ リ プ ロ ダ ク テ ィ ブ ・ ヘ ル ス /ラ イ ツ 」 を 追 加 し ま し た 。  
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（ 参 考 ） セ ク シ ュ ア ル ・ リ プ ロ ダ ク テ ィ ブ ・ ヘ ル ス /ラ イ ツ と は  

 

英 語 の Sexual and Reproductive Health and Rights、 頭 文 字 を と っ て 、

「 Ｓ Ｒ Ｈ Ｒ 」 と も 呼 称 さ れ ま す 。 日 本 語 で は 、 「 性 と 生 殖 に 関 す る 健 康 と

権 利 」 と 訳 さ れ 、 内 閣 府 や 全 国 の 自 治 体 で も 使 わ れ て い ま す 。 す べ て の 人

の 「 性 」 と 「 生 き 方 」 に 関 わ る 重 要 な こ と で 、 「 自 分 ら し く 」 生 き る た め

に 大 切 な 考 え 方 で す 。 こ の 長 い 言 葉 は 、 ４ つ の 言 葉 の 組 み 合 わ せ で 作 ら れ

て い る の で 、 分 け て 考 え る と よ り わ か り や す く な り ま す 。  

（ 引 用 ： 公 益 財 団 法 人  ジ ョ イ セ フ  ホ ー ム ペ ー ジ ）  

 

セ ク シ ュ ア ル ・ ヘ ル ス （ 性 に 関 す る 健 康 ）  

 自 分 の 「 性 」 に 関 す る こ と に つ い て 、 心 身 と も に 満 た さ れ て 幸 せ を 感 じ

ら れ 、 ま た そ の 状 態 を 社 会 的 に も 認 め ら れ て い る こ と 。  

リ プ ロ ダ ク テ ィ ブ ・ ヘ ル ス （ 生 殖 に 関 す る 健 康 ）  

 妊 娠 し た い 人 、 妊 娠 し た く な い 人 、 産 む ・ 産 ま な い に 興 味 も 関 心 も な い

人 、 ア セ ク シ ャ ル な 人 （ 無 性 愛 、 非 性 愛 の 人 ） 問 わ ず 、 心 身 と も に 満 た さ

れ 健 康 に い ら れ る こ と 。  

セ ク シ ュ ア ル ・ ラ イ ツ （ 性 に 関 す る 権 利 ）  

 セ ク シ ュ ア リ テ ィ 「 性 」 を 、 自 分 で 決 め ら れ る 権 利 の こ と 。 自 分 の 愛 す

る 人 、 自 分 の プ ラ イ バ シ ー 、 自 分 の 性 的 な 快 楽 、 自 分 の 性 の あ り 方 （ 男 か

女 か そ の ど ち ら で も な い か ） を 自 分 で 決 め ら れ る 権 利 。  

リ プ ロ ダ ク テ ィ ブ  ・ ラ イ ツ （ 生 殖 に 関 す る 権 利 ）  

 産 む か 産 ま な い か 、 い つ ・ 何 人 子 ど も を 持 つ か を 自 分 で 決 め る 権 利 。 妊

娠 、 出 産 、 中 絶 に つ い て 十 分 な 情 報 を 得 ら れ 、 「 生 殖 」 に 関 す る す べ て の

こ と を 自 分 で 決 め ら れ る 権 利 。  

 

 

セ ク シ ュ ア ル ・ リ プ ロ ダ ク テ ィ ブ ・ ヘ ル ス ／ ラ イ ツ は 、 全 て の 人 が 心 も 体

も 健 康 で 幸 せ に 、 自 分 ら し く 生 き る た め に 、 「 性 」 や 「 生 殖 」 に 関 す る こ

と に つ い て 、 自 分 で 決 め た り 、 行 動 し た り で き る 権 利 で す 。  
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３  ア ウ テ ィ ン グ の 禁 止 、 カ ミ ン グ ア ウ ト の 強 制 ・ 制 限 を 禁 止 す る 規 定 の 明 確 化  

  既 に 現 行 で は 、 「 カ ミ ン グ ア ウ ト の 権 利 」 と 「 ア ウ テ ィ ン グ の 禁 止 」  

 に つ い て 、 そ の 趣 旨 を 第 ３ 条 （ 基 本 理 念 ） に 「 性 的 指 向 、 性 自 認 等 に 関  

 す る 公 表 の 自 由 が 個 人 の 権 利 と し て 保 障 さ れ る こ と 。 」 と 規 定 し て お り  

 ま す が 、 ア ウ テ ィ ン グ の 禁 止 と カ ミ ン グ ア ウ ト の 強 制 ・ 制 限 を 、 具 体 的  

 な 言 葉 で 、 よ り わ か り や す く 明 記 し ま す 。  

現 行 改正案（第１回審議会案と変更なし） 

（基本理念） 

第３条  

(6) 性的指向、性自認等に関する公

表の自由が個人の権利として保障さ

れること。 

(性別等による人権侵害の禁止) 

第８条 全ての人は、いかなる場合

においても、性別等による差別的な

取扱い及び暴力による人権侵害を行

ってはならない。 

 

 

 

 

 

（基本理念） 

第３条  

(6) 性的指向、性自認等に関する公

表の自由が個人の権利として保障さ

れること。 

(性別等による人権侵害の禁止) 

第８条 全ての人は、いかなる場合

においても、性別等による差別的な

取扱い及び暴力による人権侵害を行

ってはならない。 

 

２ 全ての人は、他人の性的指向又

は性自認に関して、公表を強制し、

若しくは禁止し、又は本人の意に反

して公にしてはならない。 

 

（ １ ） 改 正 理 由  

・ 令 和 ５ 年 10 月 23 日 の 神 奈 川 新 聞 に お い て 、 「 ア ウ テ ィ ン グ 禁 止 増 加   

 ～ 逗 子 な ど 26 自 治 体  条 例 、 ３ 年 で ５ 倍 ～ 」 と い う 記 事 が 掲 載 さ れ ま し  

 た 。 こ れ は 、 一 般 財 団 法 人 「 地 方 自 治 研 究 機 構 」 （ 東 京 ） の 調 査 結 果 を  

 記 事 に し た も の で 、 神 奈 川 県 内 で は ア ウ テ ィ ン グ 禁 止 を 明 記 し て い る 条  

 例 が あ る 自 治 体 は 、 「 逗 子 市 の み 」 と 記 載 さ れ て い ま し た 。  

・ 令 和 ５ 年 12 月 の 市 議 会 定 例 議 会 に お い て も 、 こ の 記 事 を 受 け 、 「 本 市  

 条 例 の 今 の 条 文 で は ア ウ テ ィ ン グ の 禁 止 を 読 み 取 れ な い 、 つ ま り 本 市 条  

 例 は ア ウ テ ィ ン グ 禁 止 を 明 記 し て い る と 認 識 さ れ て い な い 。 条 例 に ア ウ  

 テ ィ ン グ の 禁 止 を 明 確 に 禁 止 し 、 分 か り や す く か つ 具 体 的 に 明 記 す る 条  

 例 改 正 を 行 う べ き で は な い か 。 」 と の 意 見 が あ り ま し た 。  

・ ア ウ テ ィ ン グ （ 本 人 の 意 思 に 反 し て 第 三 者 が 性 的 指 向 又 は 性 自 認 を 公 表  

 す る こ と ） と 、 カ ミ ン グ ア ウ ト （ 自 ら の 性 的 指 向 又 は 性 自 認 を 公 表 す る  

 こ と ） の 強 制 ・ 制 限 （ カ ミ ン グ ア ウ ト を 強 制 的 に さ せ る こ と 、 カ ミ ン グ  

 ア ウ ト を さ せ な い こ と ） は 重 大 な 人 権 侵 害 で あ り 、 条 例 に わ か り や す く  

 明 記 す る 必 要 が あ る た め 。  
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（ ２ ） 第 １ 回 審 議 会 時 点 の 案 と の 相 違 点  

 

第１回審議会案 改正案 

２ 何人も、他人の性的指向又は性

自認に関して、公表を強制し、若し

くは禁止し、又は本人の意に反して

公にしてはならない。 

２ 全ての人は、他人の性的指向又

は性自認に関して、公表を強制し、

若しくは禁止し、又は本人の意に反

して公にしてはならない。 

 

 

・ 「 何 人 も 」 を 「 全 て の 人 は 」 に 変 更 し ま し た 。 平 成 31 年 の 改 正 の 際 に 、  

 「 誰 も が 」 及 び 「 何 人 も 」 を 「 全 て の 人 は 」 に 統 一 す る よ う 改 正 し て い  

 た 経 緯 も あ っ た た め 、 「 全 て の 人 は 」 に 統 一 し ま す 。  

 

 

（ 参 考 ） カ ミ ン グ ア ウ ト と ア ウ テ ィ ン グ と は  

 

自 分 の セ ク シ ュ ア リ テ ィ を 他 の 人 に 伝 え る 事 を 「 カ ミ ン グ ア ウ ト 」 と い い

ま す 。 必 ず し な け れ ば い け な い も の で は な く 、 す る か し な い か は 本 人 の 選

択 で す 。 カ ミ ン グ ア ウ ト は と て も 勇 気 の い る 行 為 で す 。 も し カ ミ ン グ ア ウ

ト さ れ た ら 、 大 切 な 事 を 伝 え て く れ た と 受 け 止 め て 、 否 定 せ ず に 話 を 聞 い

て く だ さ い 。  

 

カ ミ ン グ ア ウ ト し た 本 人 の 許 可 な く 、 セ ク シ ュ ア リ テ ィ を 他 の 人 に 伝 え る

事 （ 暴 露 す る こ と 、 言 い ふ ら す こ と ） を 「 ア ウ テ ィ ン グ 」 と い い ま す 。 相

手 が 伝 え て く れ た 事 で も 、 他 の 人 に （ 家 族 や 親 し い 間 柄 で も ） 知 ら れ た く

な い か も し れ ま せ ん 。 誰 に 伝 え て い る か 、 き ち ん と 本 人 に 確 認 す る よ う に

し ま し ょ う  
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４  男 女 共 同 参 画 及 び 多 様 な 性 の 尊 重 に 関 す る 専 門 委 員 の 定 数 の  

  規 定 の 見 直 し（第１回審議会では未提案の事項です。）  

現 行 改正案 

(男女共同参画及び多様な性の尊重に

関する専門委員) 

第 11 条 男女共同参画及び多様な性

を尊重する社会の推進に当たり公正

かつ中立的な立場で迅速な問題解決

に資するため、本市に、男女共同参

画及び多様な性の尊重に関する専門

委員(以下「委員」という。)を置

き、定数を 3 人とする。 

 

(男女共同参画及び多様な性の尊重に

関する専門委員) 

第 11 条 男女共同参画及び多様な性

を尊重する社会の推進に当たり公正

かつ中立的な立場で迅速な問題解決

に資するため、本市に、男女共同参

画及び多様な性の尊重に関する専門

委員(以下「委員」という。)を置

き、定数を 3 人以内とする。 

 

改 正 理 由  

・ 性 別 等 に よ る 人 権 侵 害 の 申 出 制 度 は 、 市 の 施 策 に 対 し て 、 男 女 共 同 参 画  

 や 多 様 な 性 の 尊 重 の 観 点 か ら 不 服 が あ る 場 合 や 、 性 別 等 に よ る 差 別 的 な  

 取 り 扱 い や 、 セ ク シ ュ ア ル ・ ハ ラ ス メ ン ト 等 の 人 権 侵 害 へ の 改 善 等 を 求  

 め る 場 合 、 「 男 女 共 同 参 画 及 び 多 様 な 性 の 尊 重 に 関 す る 専 門 委 員 」 が 公  

 正 ・ 中 立 な 立 場 で 対 応 す る 制 度 で す 。  

・ 申 出 件 数 の 状 況 に 応 じ て 柔 軟 に 制 度 を 運 用 し て い く た め 、 定 数 の 規 定 を  

 改 め ま す 。  

 

５  デ ュ オ よ こ す か に 関 す る 規 定 の 見 直 し（第１回審議会では未提案 

  の事項です。）  
現 行 改正案 

(推進施設の位置及び名称) 

第 16 条 推進施設の位置及び名称

は、次のとおりとする。 

位置 横須賀市本町 2 丁目 1 番地 

名称 デュオよこすか 

(推進施設の位置及び名称) 

第 16 条 推進施設の位置及び名称

は、次のとおりとする。 

位置 横須賀市本町 2 丁目 1 番地 

名称 横須賀市男女共同参画及び多 

   様な性を尊重する社会の推進   

   施設 

 

 

改 正 理 由  

・ 「 デ ュ オ よ こ す か 」 の 名 称 に つ い て 、 市 の 他 施 設 に 関 す る 条 例 上 の 正 式  

 名 称 と 愛 称 の 関 係 性 と 足 並 み を 揃 え る 条 文 整 備 の た め 、 ま た 、 ど の よ う  

 な 施 設 で あ る か を 明 確 に す る た め 、 男 女 共 同 参 画 及 び 多 様 な 性 を 尊 重 す  

 る 社 会 の 推 進 施 設 で あ る こ と を 条 例 に 明 記 し ま す 。  

・ た だ し 、 「 デ ュ オ よ こ す か 」 は 愛 称 と し て 継 続 し ま す 。  


